
 特定都市河川浸水被害対策法          ［雨水浸透阻害行為の許可］（第 30条） 

 

法 の 趣 旨 

 

特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において著

しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備によ

る浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若し

くは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性に

より困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護

するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流

域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画

の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定める

ことにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推

進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 

許可（承認）の

必要な行為 

 

 

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為（流

域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行

為」という。）であって雨水浸透阻害行為面積が 1,000m2以上の行為 

１ 宅地等にするために行う土地の形質の変更 

２ 土地の舗装（コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをい

い、前号に該当するものを除く。） 

３ ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設（雨水を排除するための

排水施設を伴うものに限る。）を新設し、又は増設する行為 

４ ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為

（既に締め固められている土地において行われる行為を除く。） 

 

許可（承認）が

必要な区域 

 

特定都市河川流域 

・釈迦堂川流域（須賀川市、鏡石町、天栄村、白河市、 

矢吹町、西郷村、泉崎村） 

・逢瀬川流域（郡山市） 

・谷田川流域（郡山市、須賀川市、平田村） 

 

許可（承認）権

者 

 

知事、郡山市長 

申請窓口は下表のとおり。 

須賀川市 鏡石町 天栄村 白河市 矢吹町 西郷村 泉崎村 郡山市 郡山市 須賀川市 平田村

県中建設事務所県中建設事務所 県南建設事務所 郡山市

 

 

許可（承認）の

基準 

 

 

行為前後で雨水流出量が増加しないこと。 



 

担 当 機 関 

 

【本 庁】 

土木部 土木企画課 

【出 先】 

県中建設事務所 行政課：釈迦堂川流域（須賀川市、鏡石町、天栄村）  

 谷田川流域（須賀川市、平田村） 

 県南建設事務所 行政課：釈迦堂川流域（白河市、矢吹町、西郷村、 

泉崎村） 

 郡山市 建設部 河川課：逢瀬川流域（郡山市） 

谷田川流域（郡山市） 

 

手 続 

フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 

請 

者 

建設事務所 

郡山市 

 

備 考 

 

詳しくは、土木部土木企画課 HPをご確認ください。 

URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/usuisintousogaikou

i.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可申請 

許可 

許可 

許可申請 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/usuisintousogaikoui.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/usuisintousogaikoui.html


特定都市河川一覧表（国土交通省指定） 

釈迦堂川流域 

整理

番号 

名称 区間 告示番号年月日 指定年月日 

年月日 番号 

1 釈迦堂川 上流端 福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字権太倉国有林一〇七

七林班ひ小班 

R6.3.26 225 R6.3.26 

下流端 左岸 福島県須賀川市字柳山三四番地先 

右岸 福島県須賀川市字古屋敷一一〇番地先 

2 稲川 上流端 左岸 福島県須賀川市北横田字川木之内三三七番地先 

右岸 福島県須賀川市北横田字風用田一五〇番地先 

下流端 釈迦堂川への合流点 

3 江花川 上流端 左岸 福島県須賀川市勢至堂字笹畑二四番の一地先 

右岸 福島県須賀川市勢至堂字屋敷八八番の五地先 

下流端 釈迦堂川への合流点 

4 簀ノ子川 上流端 福島県須賀川市滝字額取山一番の一地先 

下流端 江花川への合流点 

5 隈戸川 上流端 福島県白河市大信隈戸字田ノ沢三番の一地先 

下流端 釈迦堂川への合流点 

6 外面川 上流端 左岸 福島県白河市大信豊地字分切田二六番地先 

右岸 福島県西白河郡西郷村大字羽太字弥六林 

六番の二〇地先 

下流端 隈戸川への合流点 

7 竜田川 上流端 福島県岩瀬郡天栄村大字大里字胡桃立一一〇番地先 

下流端 釈迦堂川への合流点 

8 第二竜田川 上流端 左岸 福島県岩瀬郡天栄村大字大里字村松国有林 

一〇六四林班へ小班 

右岸 福島県岩瀬郡天栄村大字大里字上小井田輪一 

四番の六地先 

下流端 竜田川への合流点 

9 後藤川 上流端 左岸 福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字権平窪一番地  

   先 

右岸 福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字大暗九番の一

地先 

下流端 釈迦堂川への合流点 

 

 

 

 

 

 

 



特定都市河川一覧表（福島県指定） 

逢瀬川流域 

整理

番号 

名称 区間 告示番号年月日 指定年月日 

年月日 番号 

1 逢瀬川 上流端 左岸 郡山市逢瀬町多田野字堰場九番二地先 

右岸 郡山市逢瀬町多田野字黒岩原三番三地先 

R6.3.26 225 R6.7.1 

下流端 阿武隈川への合流点 

2 馬場川 上流端 左岸 郡山市片平町字中屋敷向七〇番地先 

右岸 郡山市片平町字中屋敷向六九番地先 

下流端 逢瀬川への合流点 

3 大久保川 上流端 左岸 郡山市逢瀬町多田野字大将旗九番一地先 

右岸 郡山市逢瀬町多田野字大将旗八番一地先 

下流端 逢瀬川への合流点 

谷田川流域 

整理

番号 

名称 区間 告示番号年月日 指定年月日 

年月日 番号 

1 谷田川 上流端 左岸 郡山市田村町田母神字古作三一番地先 

右岸 郡山市田村町田母神字古作五九番三地先 

R6.3.26 225 R6.7.1 

下流端 大滝根川への合流点 

2 黒石川 上流端 左岸 郡山市中田町柳橋字前ノ内四九〇番一二地先 

右岸 郡山市中田町柳橋字前ノ内三五三番地先 

下流端 谷田川への合流点 

 

 


